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　　海水Tank(BallastTnk)内の泥やスラッジ等の残留物は、船が古くなると増加するという見解が世界的な

　見方である。一方、日本国内では泥やさびの量(重量)はConstantであるという喫水検査上の規定である。

　　この規定は国内を含めて世界で、重量が変化する燃料や、飲み水、BallastTank内の残留水の重量し

　か計測しない事と、そもそもConstantが別でunKnownWeightと呼ばれている事からも理解できる。

　　しかし、本当に日本国内の『泥やさびはConstantである』と言う定義は正しいのか、実は『全く正しくな

　い規定』なのである。この理由は次ページ以降に説明するが、　結論を先に述べると、さびや泥の重量の

　約３０%は実際に無いはずの架空の荷物が積載量として、計算されてしまうのである。即ち、原料を購入

　する側の日本企業、ヨーロッパの企業は不当な原料購入代金を支払わされる結果となっている。

　　このような観点も影響していると思われるが、ヨーロッパ国連石炭エネルギ委員会では　BallastTank内

　の泥や固体の残留物は、『著者の主張と同様に、日本側の定義は間違い』だと指摘している。

　　著者は、この問題について、各所の鑑定人、新日鉄、著者の勤務当時の部下にも説明したが、否定さ

　れるばかりではなく、誹謗中傷を受ける結果となってしまった。

　　私が読者に説明したいのは、日本の古い喫水検査の定義を変更する事は大変な事であり、このBallast

　Tank内の泥の問題は先入観を持っていれば、著者の説明は理解できないという事である。

   幸いにも、僅か２ヶ月の経験しかない新人の女性部下が、『著者の説明は難し過ぎるので、素人の私が

　 解説します』との意向で作成した資料を先ずは、読者の皆様にも紹介する事にする。 

  　 しかし、著者からすれば、部下の説明は大変わかり易いと思うが、それでは不十分かもしれない。その

  説明資料に加えて、喫水線の変化も付け加えなくては完全ではないと考察するからである。

  実は、専門職の鑑定人(Surveyor)に喫水線の話も同時にすると、今までの固定概念が邪魔をするのか、

  何度説明しても理解できない状態が続いたのである。そこで改めて、著者の理論も紹介する。  

   　著者は、喫水検査を管轄する国土交通省、日本の経済を担当する観点から経済産業省、国土交通

　大臣から喫水検査の免許を与えられた検査機関は、泥の問題は金銭的には小さい事かもしれないが、

  喫水検査が国際的信用の上で成り立っている(国土交通省の解説)今日、著者の説明に確りと耳を傾け

  て欲しいと願う次第である。

　 　尚、著者は検定会社の名誉のために補足するが、泥と喫水検査の関係を北海道の日本海事検定協

　会だけが著者の理論を前向きに検討して頂いた。日本海事検定会社の本部から泥についての見解書

　を発行するという寸前まで話が進んでいた事を追記する。

                       海水Tank内の泥や錆等の喫水検査規定の誤りについて(ミツル理論)
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読者の皆様方には、誠に

申し訳ございません。

暫くの間、掲載できない

事態となりました。
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　　　喫水検査は専門用語も多く、文面の直訳だけでは文章の背景が一般の方には理解しにくい。そこで、

　　ヨーロッパの泥やスラッジの解説について、総合的な理解として北海道室蘭の鑑定人(所長の)翻訳と

　　補足説明文をご紹介する。

　　１．ヨーロッパにおける解説書について

国連欧州経済委員会エネルギー委員会　（UNECE/ENERGY/19)
  　　  石炭作業部会発行　”石炭船における喫水検査実施要領及び規格コード）・・引用

       3.  Mud and /or scale in ballast tanks

           The quantity of mud and /or scale will increase over a qeriod of years,deqending on the

         sediment in any ballast taken, on the extent of scale formation and on the cleaning which is

        carried out. It is  difficult to quantify.

           The effect on ballast calculations can be minimized unless there are reasons to the contrary  

        by leaving a measurable quantity of water in the ballast tank instead of qumping it dry. 

           The callculation would then use a difference in known water quantities rather than assume

        that  a tank is completely empty: in this way the error would be confined within the density

        differential of the mud and the ballast water.

　【著者の補足】 density は 密度の事であり、比重ではない。比重はSpecificGravityであり、喫水検査では密度は求めな
　い。しかし、慣習的に比重の事をDeansityと呼んでいる。また、水の比重と密度は殆ど大差がない指数である。

４℃水の比重１．０００００=密度0.999973

　　２．専門家の和訳と補足説明(ヨーロッパにおける解説書)

　　　　　泥数量確定の困難さ

　　　 　　 通常バラストタンク内の泥やスケールの量は何年もの期間にわたって徐々に増加していくも

         のである。ただしバラスト張水時における海水中の沈殿物状態、バラストタンク内の発錆状態

       及び バラストタンク内清掃の実施状況等により、その量は左右されるものと考える。

          タンク内の泥やスケールの量を定量化することは極めて難しい。

        ドラフトサーベイ時、泥の影響を回避する方法

           バラスト数量計算においてタンク内の泥やスケールの影響を最低限に抑える方法として、バ

        ラス ト全部を排水してバラストを空にするかわりに、測定できうる量のバラストをタンク内に残し

        てサウ ンデイングして数量を算出することである。

           上記方法で測定すれば泥はバラスト容量となって算出されるが、これには問題がある。海水

         と泥の比重の違いにより結果として重量に誤差を生じる可能性があるからである。

      泥があった場合のドラフト数量への影響

          バラストタンク内の泥は、ドラフトサーベイにおいて誤差を発生する1つの要因となる。しかし、

        これは本船がドックに入る時か、係船中くらいしかできない。

　 　　　 本船が用船中である場合には（これが通常のケースである）、サーベヤーは本船がバラスト

 　　　積載状態で軽荷重量の喫水検査をする。結果として貨物重量決定時に、泥はバラスト重量の

　　 　中に消失してしまう。よって貨物重量は不正確なものとなる。

 　    補足;室蘭の鑑定人(所長)は、著者と泥や錆の問題で何度も意見交換をして教授を頂いた喫水検査の専門家である。

 　    　　　　文面は所長に敬意を表して、原文のままを記載した。

ヨーロッパにおける海水Tank内の泥やスラッジ等の解説と、専門家の補足説明
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　ＢａｌｌａｓｔＴＡＮＫ内に堆積した泥やスラッジの質量はＣｏｎｓｔａｎｔに含まれるとして、その質量はＢａｌｌａｓｔ

TANK内に海水の供給と排水を繰り返し行うことで増加していくと一般的に考えられている。確かにその根拠

を否定するわけではないが、正確に言えば説明が不十分である。

　見方を変えれば『BallastＴＡＮＫ内に有る水より比重が大きい泥やスラッジ、或いは鉄板が腐食して容積

が増加した容積分に、水或いは海水を乗じた質量は架空の荷物として計算されてしまう結論になる。この事

は、付属書の欧州見解書でも説明がなされている。

　以下にその理由を説明する。

１．仮条件 ①ＢａｌｌａｓｔＴＡＮＫ内に泥やスラッジが有ったとする。

②泥やスラッジの質量は３００ﾄﾝとする。

③泥やスラッジの容積は１００ｍ３とする。

２．計算手順

　（１）入港時にはＢａｌｌａｓｔＴＡＮＫ内は殆どゼロに近いが残水と、排水不可能な泥やスラッジが残存

　　　する。従って、ＢａｌｌａｓｔＴＡＮＫ内に残存する泥やスラッジ３００ﾄﾝは何も考慮されず本船の排水

　　　量として計算される。 ＝船体重量は不動の数値の為、荷物量の一部として　+300ﾄﾝ

　（２）出港時にはＢａｌｌａｓｔＴＡＮＫ内に海水を取り入れるので、泥の体積分１００ｍ３はそのままＴＡＮＫ

　　　に取り入れた海水量として計上される。従って、架空の水量が計算される。

＝　荷揚げ後に取り込むBallast水の一部として　+100ｍ３

　（３）相殺するには

①＝入港時の荷物＋３００ﾄﾝのままの排水量

②＝出港時のＢａｌｌａｓｔ満水状態の排水量

③＝泥１００ｍ３の容積の水と同じ質量を、１００ｍ３×１．０２５で算出

計算式　荷物＝入港時排水量－出港時排水量　なので、

荷物＝①－（②－③）として、入港時に余計に計上された重量300トン分の水分容積１００ｍ３を

相殺する計算を行わなければならない。

３．結論

　（１）荷物の計算　＝　入港時排水量－（出港時排水量－泥やスラッジの容積×１．０２５海水比重）　とする

　（２）関係者にDraft Survey上の計算手順・結論について理解活動を進める事が肝要である。
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泥やスラッジと積荷の関係について・・Tank内の考察編

(サブタイトル、飯岡新事務員の作成資料)
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　　貨物の重量は、貨物満載時のA図と、貨物荷揚げ済みの空船の水面下の体積(排水量)Ｂ図の差に海の比重

　を乗じて決定される。

　　日本国内の喫水検査上の泥や錆、スラッジなどの考え方は、貨物満載時のA図と、貨物荷揚げ済みの空船

　の両方に、同じように泥などの重力が発生し 　１．日本国内の、泥やスラッジなどの規定と考え方

　ているので、泥などの重量を測定しなくても、

　貨物の量は正確に計算されるという定説で

　ある。

　　確かにＡ図とＢからは、日本の之までの定

　説が正しい。

　　しかし、著者の主張は、そんな事を解説し

　ているのではない。

　　泥や錆、スラッジなどが、海水タンクの中

　に存在しているので、貨物満載時と貨物が

　揚げられた空船時において、両者の海水タ

　ンクの状況が違うという観点を確りと理解しな

　ければならないと主張しているのである。

　　正しく、ヨーロッパの国連石炭委員会でも、

　この点を解説しているのである。 　2．著者の泥やスラッジなどの新しい理論

　　理論的には、Ｃ図の荷揚げ完了時に、新た

　に船に取り込んだ海水量を正確に測量でき

　れば、その分だけ排水量から差し引けばよい

　そうすれば、C図からＢ図の空船の浮力が計

　算できるので、貨物も正確に計算できる。

　　しかし、著者は、さびやスラッジの体積が

　分からないのに、どのようにして新たに船内に

　取り込んだ海水量を計測できるのかと、測定

　を実施している各鑑定人に説明を繰り返した

　のである。残念ながら、著者の説明は受け入

　れられる事はなかった。

　　普通、バラ積み船では、ＢａｌｌａｓｔＴａｎｋは

　満杯に海水を張るが、海水の量はＢａｌｌａｓｔ

　Ｔａｎｋの容積に取り込んだ海水比重を乗じて取り込んだ海水重量を決定する。

　　また、９５％程度に海水を張っても、Ｔａｎｋ内の水深の体積表に海水比重を乗じて取り込んだ海水量を計算す

　する。結局、泥やスラッジの体積分は取り込んでもいない海水を取り込んだとして計算してしまうのである。

　 　結論として、日本の定説である『泥やスラッジ、さびなどの重量は計測しなくても良い。Constantになる』と言う

　 理論は間違いである。

　　　また、ヨーロッパ国連石炭エルギー委員会は、新たに取り込んだ海水量を把握できないという観点から

　以下の文面に表している。

　　　　 in this way the error would be confined within the density   

　　　differential of the mud and the  ballast water.
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(サブタイトル、著者のヨーロッパ資料の解説含む)

泥やスラッジと積荷の関係について・・著者の総合的な解説編
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【コンスタント】 著者の見解ではない。
通常、空船時における持ち物（燃料、清水、ﾊﾞﾗｽﾄ等）を
除外した排水量とLightShipとの差を言い、新造船時に
造船所で求められる。 しかしながら、その重量に対して
は、「不変である」 「増加する」 など、関係者内でも認識
の相違が見られるが、正しくは一時期増加する。
豪州では増加の計算式まで記載されている。
しかし、著者は喫水検査で求められるConstantをこのよ
う な。

【縦曲げﾓｰﾒﾝﾄ】 著者の見解ではない。
船体には船を船首尾方向に曲げようとする縦曲げ
ﾓｰﾒﾝﾄ (longitudinal bending moment)が働き、浮力と
質量の分布によって次の2つの状態がある。

著者は大型船になるとこのような単純な曲がり方ばかり
ではないと考えている。

Sagging Hogging

【著者の見解】

空船時の喫水検査は、総浮力から船に有る持物を差

し引いた値を計算する。Constantを求めているのではな

い。関係式は以下の通り。
喫水検査で求める値＝ 総浮力－持物(燃料等)

＝ＬｉｇｈｔＳｈｉｐ＋Constant
ところで、造船所はLightShip(船の重さ)を喫水検査求
める。Constant左記のように固定値(理論値)である。
結 論、
DraftSurvey上の求める値と、造船所で求めた値の相
違は、LightShip(船の重さ)の相違である。
それをConstantの数字で、喫水検査の正確性を評価
するので、おかしな意見が飛び交う事になる。

即ち、LightShipは、HoggSaggやミツル式タンク測量と

旧法など手法により変化すると著者は述べている。

鉱石の露天掘り （オーストラリア）

鉱石貯場 （オーストラリア）



　１.新訂船舶載貨法(基本編　)田中岩吉著　海文堂(S33初版S47 9版の解説・・　引用

　　　　３．１船舶の貨物積載量

　　　　　　①　燃料　(重油または石炭)　　　　　　　　　 　　　　②　清水　(飲料水・雑用水)　①　燃料　(重油または石炭)　　　　　　　　　 ②　清水　(飲料水・雑用水)　

　　　　　　③　バラスト (水バラストまたは固体バラスト)　　　　 ④　船用品・食糧品③　バラスト (水バラストまたは固体バラスト)　　 ④　船用品・食糧品

 　     　  ⑤　乗務員・船客およびその手荷物                  ⑥　荷敷・荷止板その他⑤　乗務員・船客およびその手荷物       ⑥　荷敷・荷止板その他

  　      　⑦　コンスタント (Unknown constant)⑦　コンスタント (Unknown constant)

　　　　　　　  コンスタントとは,①～⑦の計算外の推定重量であって,船の大小・新古によって相違し、

　　　　　　 船令と ともに増加する。重量トン10,000トン級の中古の貨物船では100～150トンと見な

　　　　　　 され、次のごときものの集積した重量である。

               (イ)　Tank内の残水　(バラストタンクでは全容量の約3%程度)

               (ロ)  ビルジ水・船底附着物(現状により相違する)

               (ハ) 新造後に修理または模様換工事のため附加されたペイント・セメント・鉄材・諸設備

                     等(船令とともに増加する)

               (二) その他の測定できない不明重量

               (注) 造船所で軽荷排水量を出すときに,計測できない不明重量をマージン(Margin)とし

                    て軽荷排水量の中に計上する。

　　１)著者の解説、　昭和３３年当時からこれまで、泥やスラッジなどのは(二) その他の測定できない不明重量として

　　　　解釈されていた。即ち、Constant(unKnownWeight）である。

　２.各検定会社の喫水検査Reportの様式

Place & Date of Survey ･･･････････････････････････････････････････････････････

Density of sea water at the berth ･････････････････････････････････

Ship's draft, Forward (corrected) ･････････････････････････････ m
〃  ,  Aft (corrected) ･･････････････････････････････････････････････ m
〃  ,  Port midship ･････････････････････････････････････････････････ m
〃  ,  Starboard midship ･･･････････････････････････････････････ m
〃  ,  Mean of Means  (corrected) ････････････････････････ m

Corresponding Displacement  (corrected) M/Tons (A)
OTHER WEIGHTS on board:

Fuel oil ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････燃料 M/Tons
Fresh water ･･･････････････････････････････････････････････････････････････清水 "
Water ballast 海水 "
Etc. ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

M/Tons (a)
　　１)船の重量物として計測する項目は、OtherWeight on Boadの項目である。この項目に、Tank内の泥や錆、スラ

　　　　ッジ等の項目がなく、重量物として計測しない事が分かる。即ち、それらはConstant(unKnownWeight）である。

Ｐ－５／５

５／５

国内における泥やスラッジの喫水検査上の取り扱い資料の紹介

(サブタイトル、著者のヨーロッパ資料の解説含む)

ＤｒａｆｔＳｕｒｖｅｙから算出された
コンスタント数量

本船と協議して決定された
コンスタント数量

【１港目入港時検査データ（抜粋）】

入港時
Sagging

September13.2005

【実例】

Sagging

Ｐ－６

著者の発明した 船舶の傾斜計 出願番号 2015-4534854

特許番号 第5827775号
オーストラリア 特許証交付予定 Ｈ２８．０４

ドイツ 特許申請中

水の交換不要！。
片手で持ち運びが出来るようにしました。

現在、国内で使用中です。

大型船の設置、収納は

わずか、４分で出来ます。
現在、喫水検査で使用中です。

家屋や陸における使用は、今後、改良を加えます。

（製作費は９千円）
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